
  西濃厚生病院  感染対策指針 

 
本指針は、「心のこもった医療の提供」という西濃厚生病院（以下「病院」という）の基本理念に基づき、患者と

病院で働くすべての職員、訪問者を感染から守り、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とす

る。 

本指針は感染対策委員会（Infection Control Committee：ICC）の議を経て策定したものである。また、

委員会を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。 

1. 医療関連感染対策に関する基本的な考え方 

患者に良質な医療を提供することは病院の責務であり、そのために感染対策の必要性を認識し、その推進

を行う。 

病院の感染対策は感染制御部が中心となり、感染対策の知識に基づき、病院に従事する職員が適切に実

施する。その結果、患者の安全を守り医療の質を向上させることを目指し、感染制御部が中心となり感染の

発生予防、防止、感染発生源の調査、拡大防止、再発防止などの対策を協議し、効果的かつ組織的な活動に

より医療関連感染対策に取り組むことを基本とする。 

2. 医療関連感染対策のための組織 

（1） 感染対策委員会（infection control committee：ICC） 
 病院長、事務局長、 看護部長、 委員長（感染制御部長）、薬局長、検査技師長、看護師長、感染管理認

定看護師（CNIC）、管理栄養士、 医事課長、 その他必要と認められる者により構成され、毎月１回定期的に

会議を開催する。また、緊急時は臨時会議を開催する。 

【感染対策委員会の審議事項】 

1） 医療関連感染対策の検討と推進 

2） 院内感染防止の対応と原因究明 

3） 医療関連感染などの情報収集および分析 

4） 医療関連感染対策に関する病院職員の教育と研修 

5） 病院職員の感染管理 

6） その他病院関連感染対策に関する事項 

 

（2） 感染対策チーム（Infection Control Team：ICT） 

医療関連感染などの発生予防および対策に関して、迅速かつ機動的に活動することを目的として、

ICTを設置する。ICTは医師、歯科医師、感染管理認定看護師、看護師長、医療安全管理者、薬剤師、

臨床検査技師、事務職員で構成される。 

   【感染対策チームの業務】 

1） 感染対策マニュアルの作成と改訂 

2） 週に１回程度の院内環境ラウンド 

3） サーベイランスの実施とフィードバック 

4） アウトブレイクの早期特定、原因分析および対策 

5） 医療関連感染対策のための教育および定期的な研修の開催 

6） 職業感染防止と針刺し・切創及び皮膚・粘膜曝露発生時の状況把握、分析、対策 

7） 感染対策に関する各種コンサルテーション 

   【地域連携活動への参加】 

1） 保健所、医師会と連携し、、地域の医療施設、高齢者施設、児童施設との連携に取り組む。 

2） 感染対策向上加算に定められた施設との連携に取り組む。 

 

（3） 抗菌薬適正使用支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team:AST） 
      抗菌薬使用状況の把握とその適正使用推進を目的として、ASTを設置する。ASTは医師、薬剤師、 

臨床検査技師、感染管理認定看護師で構成される。 



  【抗菌薬適正使用支援チームの業務】 

1） AST ラウンドの実施 

2） 血液培養陽性症例への抗菌薬適正使用支援 

3） 難治性感染症症例への抗菌薬適正使用支援 

4） 感染症治療の各種コンサルテーション 

3. 医療関連感染対策のための職員研修に関する基本方針    

   医療関連感染対策や抗菌薬適正使用の基本的考え方および具体的方策について、職員に周知徹底を図る

ことで、職員の医療関連感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識

の向上などを図ることを目的とする。 

（1） 職員研修は、新規採用研修のほか病院全体に共通する医療関連感染に関する内容と抗菌薬の適正使

用に関する内容について、年２回以上全職員を対象に開催する。院内講師による研修の場合、同じ内容

の研修を複数回行うなど受講機会の拡大に努める。必要に応じて、各部署、職種ごとの研修についても

随時開催する。 

（2） 研修の実施内容または外部研修の参加実績などを記録・保存する。 

4. 感染発生状況の報告に関する基本方針 

院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対

策を実施できるよう、以下の各種サーベイランスを実施し、感染症発生を迅速に把握する体制を整える。 

（1） 耐性菌サーベイランス 

（2） 伝播力が強く、院内感染対策上問題となる各種感染症サーベイランス 

（3） カテーテル関連血流感染、尿道留置カテーテル関連尿路感染、手術部位感染などの対象限定サーベイ

ランスを可能な範囲で実施する。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」という）に規定された感染

症は、最寄りの保健所長を経由し県知事に届け出る。 

5. 感染症発生時の対応に関する基本方針 

  感染対策上問題となる微生物の存在について報告を受けた場合、ICTが中心となり微生物の感染経路を遮

断するための院内感染対策を速やかに開始する。 

（1） 主治医および看護師長は、「感染患者発生報告書」を感染対策室に速やかに提出する。 

（2） ICTは必要時に応じて、病院長、看護部長、事務局長へそれぞれ報告する。 

（3） ICTは協議を行い、院内伝播の可能性がある場合、原因の究明を行うとともに、改善策を立案し、必

要な対策を速やかに実行する。 

6. 患者への情報提供と説明に関する基本方針 

（1） 患者の皆様が安心して医療を受けられるために、本指針について指針の趣旨とその内容を公開する。 

（2） 患者および家族には、疾病の説明とともに、病院における感染対策の目的および、遵守すべき感染対策

に関する事項（手洗い・マスクの着用など）について十分に説明し、協力を求める。 

7. 医療関連感染対策の推進 

（1） 感染対策マニュアルは定期的な見直しを行い、職員が常に閲覧できるよう整備を行う。 

（2） 病院職員は自らが感染源とならないため、定期健康診断を年１回以上受け、健康管理に留意する。 

（3） 病院職員は感染対策マニュアルに沿って、個人防護具の使用、リキャップの禁止、安全装置付き器材の

使用、職業感染の防止に努める。 

 

付則 

この指針は令和 5年 10月 1日より施行する。 

付則 

この指針は令和 7年 10月 1日より施行する。 


